住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書

　　年　　月　　日

須 崎 市 長　  様

申告者（納税義務者）

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　
電話番号（　　　）　　　―　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個人番号又は法人番号　　　　　　　　　　　　 
　下記の法令に基づく固定資産税の減額を受けたいので、関係書類を添えて申告します。

· 地方税法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額の適用について、須崎市税条例附則第10条の3第7項の規定に基づく申告
· 地方税法附則第15条の9の2第1項の特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額の適用について、須崎市税条例附則第10条の3第10項の規定に基づく申告（認定長期優良住宅等）
記

１　対象家屋
	(１)家屋の所在
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	(２)家屋番号
	　　　　　　　　　　　　

	(３)種類
	専用住宅
	併用住宅（居宅割合　　　％）
	共同住宅（　　世帯）

	(４)構造
	木造　／　鉄骨鉄筋コンクリート造　／　鉄筋コンクリート造　／　鉄骨造

	
	軽量鉄骨造　／　コンクリートブロック造　／

	
	その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　）

	
	地上　　　階
	地下　　　階

	(５)床面積
	延　　　　　　　　　　㎡

	(６)建築年月日
	　　　　　　年　　　　月　　　　日

	(７)登記年月日
	　　　　　　年　　　　月　　　　日

	(８)耐震改修が完了した年月日
	　　　　　　年　　　　月　　　　日

	(９)耐震改修に要した費用
	　　　　　　　　　　　円

	(10) ３ケ月以内に申告書を提出できなかった場合はその理由

	□証明書の交付申請までの手続きに時間を要したため。

	□証明書の発行が遅れたため。

	□その他　　


２　この申告書の内容について、須崎市税務課が各業務担当課へ照会することを同意します。
　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　印
【添付書類について】
１　耐震基準に適合した工事がおこなわれたことの証明書
(須崎市の補助事業を利用した場合は当市の発行する証明書。それ以外の場合は耐震改修の設計及び工事監理した建築士(建築士免許の写し添付)、指定確認検査機関、登録確認住宅性能評価機関等の発行する「増改築等工事証明書」)

２　耐震改修に要した費用が50万円を超えるものであると確認できる書類

(但書に「耐震改修」の文言のある領収書や工事明細書など)

３　当該家屋が通行障害既存耐震不適格建築物である場合、それがわかる書類

(改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築であることの確認書など)
【マイナンバー制度について】
マイナンバー制度の導入により、申告が平成28年１月１日以降の場合は申請の際、 納税義務者の「個人番号」または「法人番号」の記載が必要となります。個人番号の記載の場合は申告時には、 通知カード等による番号確認と運転免許証等による身元確認をすることが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条で規定されておりますので、ご協力をお願いします。

また、郵送による申告の場合は、通知カードの写しと運転免許証の写し または 個人番号カードの写しを同封してください。

※なお、申請人が納税義務者本人以外の場合、委任状が必要となりますのでご注意ください。また、納税義務者の個人番号が確認できるものの写しが必要となります。

